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■景観協定運営委員会及びつくば市地区計画の届出必要工事等 

 

〇景観協定及び地区計画の届出は、工事着手の 30 日前までに提出することになっています。 

〇提出物は申請内容により異なりますが、位置図、配置図、各階平面図、立面図、断面図、外構植

栽計画図、その他必要な資料などです。 

 

■カーポート（駐車場・駐輪場上屋）新設の注意点 

〇カーポートは建築基準法により建築物（屋根及び柱若しくは壁を有するもの）となっています。 

〇建築面積（床面積）10 ㎡以上のカーポートは、建築確認が必要となります。 

〇建築面積の算出基準は、参照１をご覧ください。 

〇地区計画の届出は、面積に関係なく必要です。 

〇地区計画制限でカーポートの柱面又は壁面は、道路境界から１ｍ、隣地境界から１ｍ壁面後退し

なければなりません。但し、参照２のような緩和規定があります。 

〇景観協定では、道路境界から 50ｃｍ後退して、カーポート屋根を設けることになっています。 

 

景観協定事前届が必要な工事等 地区計画事前届が必要な工事等 

〇土地の区画形質の変更 〇土地の区画形質の変更 

〇新築・増築・改築・外観の変更 以下含む 

・サンルーム、物置設置 

・カーポート（駐車場・駐輪場上屋） 

・建物用途変更 

・外壁の色彩の変更 

・駐車場位置の変更・増設 

〇建築物の建築 以下含む 

・サンルーム、物置設置 

・カーポート（駐車場・駐輪場上屋） 

〇建築物の用途変更 

〇工作物の新設・変更 

 ・宅地の土留め、境界の垣・柵の新設及び変更 

 ・門柱、門扉等の設置及び変更 

 ・テレビアンテナ及び無線アンテナ等の設置 

 ・太陽光発電パネルの設置 

〇工作物の建設 

・宅地の土留め、境界の垣・柵の新設及

び変更 

・門柱、門扉等の設置及び変更 

〇かき・さくの設置 

〇まちなみ樹木の新設・移植 

 ・アイストップツリー、コーナーツリー、シンボ

ルツリー、生垣等の変更 

 

〇屋外広告物新設・形態意匠の変更  

〇照明の新設・形態意匠の変更 

・門灯、ガーデンライトの変更 

 



■景観協定・地区計画・都市計画の主要な制限内容 

 



参照１ 建築面積の算出基準 

横浜市や神戸市など行政によっては、市の算出基準を設けている所もあるが、ない行政では下記の

国交省の建告を基準としている。（つくば市に確認済み） 

【平成5年6月24日建告第1437号】最終改正平成12年12月26日建告第2465号 

国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造 

建築基準法施行令第 2 条第 1 項第二号の規定に基づき、国土交通大臣が高い開放性を有すると認

めて指定する構造は、次に掲げるものとする。     

① 外壁を有しない部分が連続して４ｍ以上であること。 

② 柱の間隔が２ｍ以上であること。 

③ 天井の高さが２．１ｍ以上であること。 

④ 地階を除く階数が１であること。 

 建築物の一部が平成5年建告第１４３７号の①、②、③、④の全て

に該当する場合は令第2条第1項第二号中の「その部分」として取り

扱う。 

玄関ポーチ、テラス、バルコニー等についても、「その部分」に該

当する場合は建築面積の算定を次の通り取り扱う。 

 

 

 

 

 

参照２ 地区計画区域内における外壁のないカーポートの壁面後退の取り扱いについて 

建築指導課決裁 

平成 23 年 7 月 14 日平成 26 年 3 月 14 日改正 

壁面の位置の制限を受ける区域において，外壁のない柱と屋根で構成されるカーポートの柱が，敷地境

界線からの後退距離に満たない位置にある場合の緩和は，以下のとおり扱います。 

（以下のどれか適合していれば、緩和される） 

①はね出しの庇等の部分は，制限の対象とならない・・・図１ 

②ａ＋ｂ＋ａ≦３ｍ ・・・図２ 赤太線の長さ 

③軒高 2.3ｍ以下で後退していない  

部分の床面積の合計が５㎡以内 

（床面積の算出方法は、 

図２のａ×ｂとします。） 

 

 

 

 

 

 

 

（参考例） 



■物置新設の注意点 

 

〇物置は建築基準法により建築物（屋根及び柱若しくは壁を有するもの）となっています。 

〇建築面積（床面積）10 ㎡以上の物置は、建築確認が必要となります。 

〇地区計画の届出は、面積に関係なく必要となります。 

〇地区計画制限で物置の柱面又は壁面は、道路境界から１ｍ、隣地境界から１ｍ壁面後退しなけれ

ばなりません。但し、図のような緩和規定があります。 

緩和規定 

物置等で道路境界線から後退すべき距離１ｍ内の部分の高さが 2.3ｍ以下で、かつ床面積が 5 ㎡

以内のもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  地区計画の物置制限                 景観協定の物置制限 

 

〇景観協定では、建物は道路境界から 1.5ｍ後退しなければなりません。 

しかし、道路境界線から 1.5ｍ以内にある物置は、軒の高さが 2.3ｍ以下で、かつ、床面積の合

計が５㎡以内であれば緩和されます。 

○物置は、道路側からの距離だけではなく、道路側から目立たないように配慮していただきます。 

 

以上 


